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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
直
嶋
正
行
君
外
六
名
発
議
）
（
参
第
一
号
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
適
切
な
財
政
運
営
に
資
す
る
た
め
、
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金

保
険
の
保
険
料
を
原
資
と
す
る
資
金
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
円
滑
な
実

施
を
図
る
た
め
の
措
置
に
要
す
る
費
用
等
の
支
出
に
充
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

第
一

国
民
年
金
法
の
改
正
規
定
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
の
改
正
規
定
の
改
正

一

現
行
の
福
祉
施
設
に
係
る
規
定
の
改
正
を
行
わ
ず
、
当
該
規
定
を
削
除
す
る
。

二

保
険
料
は
、
国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
等
に
要
す
る
費
用
（
三
の
１
か
ら
５
ま
で
に
掲

げ
る
費
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
充
て
な
い
も
の
と
す
る
。

三

国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
を
負
担
す
る
。

１

国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
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２

国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
実
施
に
必
要
な
事
務
を
円
滑
に
処
理
し
、
被
保
険
者
等
の
利
便
の
向
上

に
資
す
る
た
め
政
府
が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
用
に
要
す
る
費
用

３

国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
政
府
が
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
に
関

し
教
育
及
び
広
報
等
の
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用

４

小
口
の
資
金
の
貸
付
け
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
行
わ
せ
る
措
置
に
要
す
る
費
用

５

国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
債
権
の
管
理
及
び
回
収
並
び
に
教
育
資
金
の

貸
付
け
の
あ
っ
せ
ん
を
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
そ
の
業
務
の
特
例
と
し
て
行
わ
せ
る
措
置
に
要
す
る
費
用

第
二

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
改
正
規
定
の
改
正

国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
等
に
要
す
る
費
用
は
、
年
金
特
別
会
計
の
国
民
年
金
勘
定
又
は

厚
生
年
金
勘
定
か
ら
当
該
特
別
会
計
の
業
務
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
、
当
該
費
用
は
、
一
般
会
計

か
ら
年
金
特
別
会
計
の
業
務
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三

国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
係
る
被
用
者
年
金
の
事
業
の
事
務
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
に
際
し
検
討
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。


